
群馬県渋川市の老人ホームにおける火災について 

住宅局建築指導課 

平成21年９月８日 

 

１．火災の概要 

 発生日時：平成21年３月19日(木) 22時45分頃 

 発生場所：群馬県渋川市北橘町
ほっきつまち

八崎
はっさき

2335-9 静養ホーム たまゆら 

 被 害 者：死者：10名（男性６名、女性４名）、負傷者１人（男性（中等症）） 

（出火当時、職員１名、入所者16名在館） 

火災概要：ＮＰＯ法人彩経会が運営する老人ホームから出火、３棟約388㎡焼損。

（出火当時、職員１名、入所者16名在館） 

 

２．建物の概要 

構造規模：本館：木造平屋建118.41㎡、別館１：木造平屋建188.81㎡、別館２：木

造平屋建80.68㎡（消防庁情報（群馬県渋川市老人ホーム火災概要（第５報））

による。） 

 用  途：老人ホーム 

 

３．建築経過 

①平成8年1月17日 本館及び現在別敷地の建築物を「事務所」として建築確認。 

②平成9年3月14日 別館１及び別館２を「長屋」として建築確認。 

③平成11年4月14日 現在別敷地の建築物の一部を「多目的施設」として建築確認。 

④平成16年2月6日 上記①及び③の増築として、現在別敷地の建築物の一部を建築

確認。（申請時の図書に記載された用途は「寄宿舎」） 

※ ④以降、敷地の分割、無確認での増築等が行われたものと思われる。 

 

４．建築基準法令違反 

  群馬県が実施した現地立入調査（平成21年４月１日）、理事長ヒアリング（同年

４月17日）等から、現在の用途は寄宿舎又は有料老人ホームのいずれかであり、主

に以下の違反の可能性が高いことを確認。引き続き調査中。 

① 増築に係る手続き違反（建築基準法第６条） 

② 非常用の照明装置の未設置（建築基準法施行令第126条の4） 

③ 防火上主要な間仕切壁に係る基準への不適合（建築基準法施行令第114条第２

項） 

   

資料６
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５．国土交通省の対応 

 ○引き続き特定行政庁である群馬県等から情報収集を行う。 

 ○平成21年３月23日付で都道府県を通じ特定行政庁に対し、未届の有料老人ホーム

を対象に、建築基準法令違反の状況について緊急点検の実施を要請し、結果をと

りまとめ５月28日に公表（別紙１）したところ。 

○今後、違反の是正状況について定期的にフォローアップしながら、特定行政庁に

対し安全対策の徹底を要請していく。（８月20日にフォローアップ結果を公表（別

紙２）） 

※ 総務省消防庁及び厚生労働省も、同様の建築物を対象に緊急点検の実施を要

請。 
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別敷地建築物

無確認での増築と思われる箇所

別敷地建築物

平成21年4月１日に群馬県が実施した現地立入
調査結果等を踏まえて群馬県が作成

本館
（妙義）

別館１（赤城）

別館２
（榛名）

：①及び②に係る確認申請時の設計図書に
　記載されている部分
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平成２１年５月２８日 

国 土 交 通 省 

住 宅 局 建 築 指 導 課 

 

 

未届の有料老人ホームに係る緊急点検結果について 

 

 

平成２１年３月１９日に発生した群馬県渋川市の老人ホーム火災を受け、「未届の

有料老人ホームに係る緊急点検について」（平成２１年３月２３日付け国住指第４８

９７号）により、全国の特定行政庁に依頼した未届の有料老人ホームに係る緊急点検

の結果をとりまとめましたので、公表いたします。 

 

１．点検対象 

建築基準法別表第一（い）欄（二）項に掲げるもののうち、有料老人ホームであ

って、老人福祉法第２９条による届出がなされていないもの 

 

２．点検事項 

建築基準法令（防火・避難関係規定）への適合状況 

 

３．点検結果概要（平成２１年４月３０日現在における都道府県からの報告による） 

件数

446  件

406  件 B/A= 91.0%

258  件 C/B= 63.5%

213  件 D/C= 82.6%

是正済のものの件数（Ｅ） 2  件 E/C= 0.8%

45  件 F/C= 17.4%

40  件 G/A= 9.0%

是正指導を行ったものの件数（Ｄ）

是正指導予定のもの等の件数（Ｆ）

点検予定のものの件数（Ｇ）

割合
有料老人ホームの用途に供する建築物のうち老人福祉法第29条に基づく届
出がなされていないものの件数（Ａ）

建築基準法令（防火・避難関係規定）に関する違反を把握し
たものの件数（Ｃ）

点検済のものの件数（Ｂ）

 

 

 

（別紙１） 
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（主な違反内容）※物件によっては複数の違反あり 

件数
上記表（B）に
対する割合

非常用照明装置関係 196  件 48.3%

間仕切壁関係 99  件 24.4%

排煙設備関係 77  件 19.0%

直通階段関係 50  件 12.3%

内装制限関係 47  件 11.6%

防火区画関係 44  件 10.8%

施錠装置関係 16  件 3.9%

廊下の幅員関係 15  件 3.7%
 

 

 

４．今後の対応 

・緊急点検が完了していない特定行政庁には、引き続き、点検の実施と結果の報告

を求める。 

・建築基準法令に違反する事項が認められた物件については、特定行政庁に対して、

迅速な違反是正に取り組むよう要請するとともに、国土交通省において、定期的

なフォローアップ調査を行い、その結果を公表する。 

 

 

 

問合せ先 

国土交通省住宅局建築指導課 課長補佐 阿部一臣（内線 39-562） 

代表：03-5253-8111 夜間直通：03-5253-8514 
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平成21年４月30日現在（都道府県からの報告による）

北海道 16 16 9 9 0 0 0

青森県 7 7 6 6 0 0 0

岩手県 1 0 0 0 0 0 1

宮城県 1 0 0 0 0 0 1

秋田県 8 8 4 4 0 0 0

山形県 0 0 0 0 0 0 0

福島県 0 0 0 0 0 0 0

茨城県 8 8 7 2 0 5 0

栃木県 16 16 6 6 0 0 0

群馬県 31 31 21 21 0 0 0

埼玉県 0 0 0 0 0 0 0

千葉県 41 41 33 33 1 0 0

東京都 48 47 44 13 0 31 1

神奈川県 91 90 48 40 0 8 1

新潟県 0 0 0 0 0 0 0

富山県 0 0 0 0 0 0 0

石川県 0 0 0 0 0 0 0

福井県 0 0 0 0 0 0 0

山梨県 2 2 2 2 0 0 0

長野県 0 0 0 0 0 0 0

岐阜県 15 15 9 9 0 0 0

静岡県 7 7 4 3 0 1 0

愛知県 12 9 6 6 0 0 3

三重県 15 5 2 2 0 0 10

滋賀県 0 0 0 0 0 0 0

京都府 3 3 2 2 0 0 0

大阪府 6 6 5 5 0 0 0

兵庫県 11 11 10 10 0 0 0

奈良県 5 5 2 2 0 0 0

和歌山県 2 2 2 2 0 0 0

鳥取県 1 0 0 0 0 0 1

島根県 1 1 0 0 0 0 0

岡山県 16 16 7 7 0 0 0

広島県 0 0 0 0 0 0 0

山口県 0 0 0 0 0 0 0

徳島県 0 0 0 0 0 0 0

香川県 2 0 0 0 0 0 2

愛媛県 18 18 6 6 0 0 0

高知県 3 3 1 1 0 0 0

福岡県 12 12 8 8 1 0 0

佐賀県 9 9 4 4 0 0 0

長崎県 3 2 1 1 0 0 1

熊本県 0 0 0 0 0 0 0

大分県 3 3 2 2 0 0 0

宮崎県 1 1 1 1 0 0 0

鹿児島県 11 11 5 5 0 0 0

沖縄県 20 1 1 1 0 0 19

合計 446 406 258 213 2 45 40

建築基準法別表第一（い）欄（二）項に掲げるもののうち、有料老人ホームであっ
て、老人福祉法第２９条による届出がなされていないもの

未届の有料老人ホームに係る緊急点検結果（都道府県別）

是正済の
もの

建築基準
法令（防
火・避難関
係規定）に
関する違
反を把握
したもの

点検済の
もの

点検予定
のもの是正指導

を行ったも
の

是正指導
予定のも
の等
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平成２１年６月１８日 

消 防 庁 

 

未届の有料老人ホームに対する緊急調査結果 

 

平成２１年３月１９日に発生した群馬県渋川市の有料老人ホーム火災を踏まえ、類似の火

災の発生を防止するために、「社会福祉施設等に係る防火対策の徹底及び緊急調査の実施につ

いて」（平成２１年３月２３日消防予第１２１号）により、有料老人ホーム等の社会福祉施設

等に対して防火対策の徹底及び緊急調査を行ってきたところですが、この度そのうち老人福

祉法第２９条による届出が未届の有料老人ホームに対する緊急調査の結果を取りまとめまし

たので、公表いたします。 

 この結果、消防法令違反等の防火安全上の不備事項が認められた施設については、消防機

関において重点的に是正指導を図っているところです。 

 

 

 

 

 

    

調査全数                 ４４６施設 

 何らかの消防法令違反があるもの   ３８２施設（８５．７％） 

違反内容調査中の施設          ９施設 

 

（主な違反内容） 

 義務対象数 違反数 違反率 

スプリンクラー設備 １９８ ２９ １４．６％ 

自動火災報知設備 ３９４ ４４ １１．２％ 

消防訓練の実施 ３５７ ２３５ ６５．８％ 

 ※ 違反については、未設置のほか設置基準不適合のものも含みます。 

 

 

 この他、社会福祉施設等のうち入所施設に対する緊急調査を実施しているところであり、

この結果についても取りまとめ次第追って公表する予定です。 

 なお、今回消防法令に違反する事項が認められた施設については、今後も定期的なフォ

ローアップ調査を行う予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

【連絡先】 消防庁予防課 

  担当：三浦・村井 

電話 03-5253-7523（直通）

FAX  03-5253-7533 

未届の有料老人ホームに対する緊急調査結果（概要）
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違反
施設数

違反率
対象

施設数
違反

施設数
違反率

対象
施設数

違反
施設数

違反率
対象

施設数
違反

施設数
違反率

北海道 16 12 75.0% 7 0 0.0% 15 0 0.0% 14 11 78.6%
青森 7 5 71.4% 5 0 0.0% 7 1 14.3% 6 4 66.7%
岩手 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 0 0.0% 0 0 0.0%
宮城 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 0 0.0% 1 0 0.0%
秋田 8 6 75.0% 3 1 33.3% 7 0 0.0% 5 2 40.0%
山形 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
福島 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
茨城 8 8 100.0% 4 0 0.0% 7 0 0.0% 7 6 85.7%
栃木 16 14 87.5% 13 1 7.7% 16 0 0.0% 16 10 62.5%
群馬 31 28 90.3% 12 0 0.0% 24 2 8.3% 23 18 78.3%
埼玉 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
千葉 41 39 95.1% 27 7 25.9% 38 8 21.1% 37 27 73.0%
東京 48 41 85.4% 13 0 0.0% 43 2 4.7% 32 21 65.6%

神奈川 91 88 96.7% 44 10 22.7% 80 10 12.5% 73 58 79.5%
新潟 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
富山 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
石川 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
福井 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
山梨 2 1 50.0% 1 0 0.0% 2 0 0.0% 2 1 50.0%
長野 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
岐阜 15 14 93.3% 9 1 11.1% 15 5 33.3% 11 8 72.7%
静岡 7 4 57.1% 7 1 14.3% 7 1 14.3% 7 3 42.9%
愛知 12 8 66.7% 9 1 11.1% 12 1 8.3% 12 5 41.7%
三重 15 13 86.7% 4 0 0.0% 14 4 28.6% 12 6 50.0%
滋賀 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
京都 3 3 100.0% 0 0 0.0% 3 0 0.0% 2 2 100.0%
大阪 6 4 66.7% 5 2 40.0% 6 1 16.7% 6 2 33.3%
兵庫 11 7 63.6% 8 0 0.0% 11 0 0.0% 11 5 45.5%
奈良 5 4 80.0% 0 0 0.0% 4 1 25.0% 4 1 25.0%

和歌山 2 2 100.0% 0 0 0.0% 2 1 50.0% 1 1 100.0%
鳥取 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 0 0.0% 1 1 100.0%
島根 1 0 0.0% 1 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 0.0%
岡山 16 14 87.5% 8 2 25.0% 12 1 8.3% 11 4 36.4%
広島 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
山口 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
徳島 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
香川 2 1 50.0% 0 0 0.0% 1 0 0.0% 1 0 0.0%
愛媛 18 13 72.2% 5 1 20.0% 12 0 0.0% 13 8 61.5%
高知 3 2 66.7% 2 0 0.0% 2 0 0.0% 3 1 33.3%
福岡 12 9 75.0% 3 0 0.0% 9 1 11.1% 5 2 40.0%
佐賀 9 5 55.6% 4 0 0.0% 8 1 12.5% 7 5 71.4%
長崎 3 1 33.3% 0 0 0.0% 2 0 0.0% 2 0 0.0%
熊本 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
大分 3 2 66.7% 0 0 0.0% 3 0 0.0% 3 2 66.7%
宮崎 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 1 0 0.0%

鹿児島 11 10 90.9% 0 0 0.0% 10 0 0.0% 9 4 44.4%
沖縄 20 20 100.0% 4 2 50.0% 18 3 16.7% 18 17 94.4%

合　　計 446 382 85.7% 198 29 14.6% 394 44 11.2% 357 235 65.8%

都道府県 施設数

未届有料老人ホームに関する主な消防法令違反の状況（都道府県別集計）

自動火災報知設備何らかの消防法
令違反

スプリンクラー設備 消防訓練の実施
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平成２１年８月２０日 

 

未届の有料老人ホームに係る調査状況について 

 

平成２１年３月１９日に群馬県渋川市の老人ホームで発生した火災を受け、全国の特定

行政庁に未届の有料老人ホームに係る調査を依頼しているところですが、今般、平成２１

年６月３０日時点の調査の状況をとりまとめましたので公表いたします。 

 

１．調査対象 

建築基準法別表第一（い）欄（二）項に掲げるもののうち、有料老人ホームであって、

老人福祉法第２９条による届出がなされていないもの 

 

 

２．調査事項 

建築基準法令（防火・避難関係規定）への適合状況 

 

３．調査結果概要（平成２１年６月３０日現在における都道府県からの報告による） 

440 件

(446) 件

435 件 B/A= 98.9%

(406) 件 B/A= (91.0%)

282 件 C/B= 64.8%

(258) 件 C/B= (63.5%)

260 件 D/C= 92.2%

(213) 件 D/C= (82.6%)

19 件 E/C= 6.7%

(2) 件 E/C= (0.8%)

件58 件 498

100.0% 267 件 D/C=

緊急点検（平成21年4月30日
時点）において把握したもの

（a）

緊急点検以降（平成21年5
月1日以降）新たに把握した

もの（b）
合計（a＋b）

件数 割合 件数 割合 件数 割合

件 B/A= 22.4% 448点検済のものの件数（B) 13

老人福祉法第29条に基づく届出がな
されていない有料老人ホームの用途

に供する建築物等の件数（A)

53.8% 289 件

（　　　）内：前回（平成２１年４月３０日時点）の調査結果

C/B= 64.5%

是正指導を行ったものの
件数（D)

7 件 D/C=

建築基準法令に関する違反を
把握したものの件数（C)

7 件 C/B=

6.6%

件 B/A= 90.0%

※　茨城県及び群馬県内の物件について、有料老人ホームの用途が廃止された又は有料老人ホームに該当しないことが
　　判明したため減少しております。

92.4%

是正済みのものの件
数（E)

0 件 E/C= 0.0% 19 件 E/C=

※

 

４．その他 

建築基準法に違反する事項が認められた物件については、迅速な違反是正に取り組む

よう特定行政庁に要請しております。 

 

（問い合わせ先） 

国土交通省 住宅局 建築指導課  課長補佐  谷山 拓也（内線３９５６４） 

係  長  佐藤 靖浩（内線３９５２５） 

ＴＥＬ：０３－５２５３－８１１１（代表）０３－５２５３－８５１３（夜間直通） 

※ 

※ 緊急点検において把握したもの（４４６件）のうち、その後届出を行ったものについても引き続きフォローアップの 

対象としております。

（別紙２）
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別紙
平成21年6月30日現在（都道府県からの報告による）

北海道 16 16 9 9 0 0 0 0 0 0 16 16 9 9 0

青森県 7 7 6 6 1 0 0 0 0 0 7 7 6 6 1

岩手県 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0

宮城県 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 2 2 2 2 0

秋田県 8 8 4 4 2 0 0 0 0 0 8 8 4 4 2

山形県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

福島県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

茨城県 7 7 6 6 1 4 2 0 0 0 11 9 6 6 1

栃木県 16 16 6 6 0 0 0 0 0 0 16 16 6 6 0

群馬県 26 26 18 18 2 4 4 2 2 0 30 30 20 20 2

埼玉県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

千葉県 41 41 33 33 1 0 0 0 0 0 41 41 33 33 1

東京都 48 47 43 22 0 0 0 0 0 0 48 47 43 22 0

神奈川県 91 90 48 47 3 0 0 0 0 0 91 90 48 47 3

新潟県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

富山県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

石川県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

福井県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

山梨県 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0

長野県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

岐阜県 15 15 13 13 1 0 0 0 0 0 15 15 13 13 1

静岡県 7 7 4 4 2 0 0 0 0 0 7 7 4 4 2

愛知県 12 10 6 6 0 0 0 0 0 0 12 10 6 6 0

三重県 15 15 7 7 0 29 3 2 2 0 44 18 9 9 0

滋賀県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

京都府 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 3 3 2 2 0

大阪府 6 6 5 5 0 0 0 0 0 0 6 6 5 5 0

兵庫県 11 11 10 10 0 0 0 0 0 0 11 11 10 10 0

奈良県 5 5 2 2 1 0 0 0 0 0 5 5 2 2 1

和歌山県 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 2 2 2 2 1

鳥取県 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0

島根県 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0

岡山県 16 16 12 12 1 0 0 0 0 0 16 16 12 12 1

広島県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

山口県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

徳島県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

香川県 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0

愛媛県 18 18 6 6 1 0 0 0 0 0 18 18 6 6 1

高知県 3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 3 3 1 1 1

福岡県 12 12 8 8 1 0 0 0 0 0 12 12 8 8 1

佐賀県 9 9 4 4 0 0 0 0 0 0 9 9 4 4 0

長崎県 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 3 3 1 1 0

熊本県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大分県 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 3 3 2 2 0

宮崎県 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0

鹿児島県 11 11 7 7 0 0 0 0 0 0 11 11 7 7 0

沖縄県 20 19 9 9 0 20 3 2 2 0 40 22 11 11 0

合計 440 435 282 260 19 58 13 7 7 0 498 448 289 267 19

未届の有料老人ホームに係る調査状況（都道府県別）

緊急点
検以降
新たに
把握した
もの（b）

点検済のものの件数点検済のものの件数

うち
法令違
反件数

うち
是正指
導件数

うち
是正済
み件数

うち
是正済
み件数

合計
（a+b）

点検済のものの件数

うち
法令違
反件数

うち
是正指
導件数

うち
是正済
み件数

緊急点
検にお
いて把
握したも
の（a）

うち
法令違
反件数

うち
是正指
導件数
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